
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  グループ法人税制                     

Ｑ：100%子会社を作って、そこと取引をす

ると税務上、特別な取扱いがされるとか。ど

のように取り扱われるのですか？                              

                                              

Ａ：次のように取り扱われます。 

【解説】  

お尋ねの取扱いをグループ法人税制といい、

100%の資本関係のある会社間で資産の移転が

あったときは、移転時には課税を生じさせな

いとする制度です。 

主な取引には、次のものがあります。 

 ①資産の譲渡損益 

  一定の資産の譲渡について譲渡損益が繰り

延べられる 

 ②寄附金 

  寄附金は全額損金不算入となる 

 ③受贈益 

  受贈益は全額益金不算入となる 

 ④受取配当 

  親法人において全額益金不算入となる 

 ⑤現物分配 

  子会社において譲渡損益を認識しない 

 ⑥子会社の自己株式の取得 

  株主法人において子会社株式譲渡損益を認

識しない 

 ⑦子会社の清算 

  株主法人において、子会社株式消滅損益を

認識しない。また、一定の要件の下、株主

法人が子会社の繰越欠損金を引き継ぐ 
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